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会計監査人による令和２事業年度会計監査契約
契約職　副理事長　日置秀彦

（埼玉県さいたま市中央区新都心）
令和2年11月11日

あずさ監査法人

（東京都新宿区津久戸町）
3011105000996

　本業務は、独立行政法人通則法第39条の規定により会計監査

人の監査を受けるため、国土交通大臣に選任された会計監査人

と監査契約を締結するものである。

　国土交通大臣による会計監査人の選任に当たっては、独立行

政法人の長が監事の同意を得たうえで会計監査人の候補者名簿

を提出し、その選任を求めることとされている。　選任を求めるに

当たっては、監査法人等に対し、監査にかかる具体的な実施体

制及び実施方法並びに監査費用等を記載した会計監査人選任

企画書の提出を求め、定められた候補者選考基準（基本的要件・

監査実施体制・監査の実施方法・監査費用）に従って、当該企画

書を審査した結果に基づき作成した候補者名簿を国土交通大臣

へ提出し、選任が行われているものである。

　以上のように、本業務は企画・提案内容による競争が行われた

結果の選任であり、契約の性質として競争を許すものではない。

（物品等の調達に関する契約事務処理要領第４条第２項第一号）

－ 25,675,650 －

小石原ダム浸透量観測堰水質計障害復旧

分任契約職　筑後川上流総合管理所

長  杉尾俊治

（福岡県朝倉市江川）

令和2年11月27日

坂田電機（株）

（東京都杉並区荻窪） 9011301002659

本件は、小石原川ダムの浸透量堰内に設置している水質計にお

いて異常値の検出、通信異常などの障害が発生しているため、障

害箇所の特定及び設備の障害復旧を行うものである。

現在、小石原川ダムは試験湛水中であり、上記観測データは試

験湛水の基礎的データとして極めて重要なものである。各観測

データの収集が不可能な場合、小石原川ダム試験湛水の適切な

執行に影響を及ぼす可能性があるため、早急に障害復旧を行う

必要がある。

坂田電気(株)は、本機器の納入業者であり設備を熟知しているこ

とから早急な設備の障害箇所の特定及び障害復旧対応を行うこ

とが可能なことから、同社と随意契約を締結するものである。（物

品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第2項第五号に該

当）

－ 2,855,600 －
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